
入札公告をご覧いただく前に 
（公告概要のお知らせ） 

 
この度公告する千葉用水管理現場技術業務の主な内容は、以下のとおりです。（入札公

告本文は、このお知らせの後段に掲載しております。） 
 
一．業務内容等について 

①業 務 名 千葉用水管理現場技術業務（電子入札対象案件） 
②業務場所 千葉県八千代市村上3139  

独立行政法人水資源機構千葉用水総合管理所 外 

③契約期間 契約締結の翌日から令和１１年３月３０日まで 

④履行期間 令和８年４月１日から令和１１年３月３０日まで 

⑤本業務は、一般競争参加資格確認申請書及び一般競争参加資格確認資料（以下「確認申請

書等」という。）、入札書の提出等を電子入札システムで行う対象業務である。 

⑥本業務は価格以外の要素と価格を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式

のうち、｢業務への取組姿勢｣の評価において｢履行確実性｣の評価を行う履行確実性評価型

総合評価落札方式（標準型）の業務である。 

⑦低入札価格調査について 

  ・ 低価格の入札については、その価格により当該契約の内容に適合した履行がされない

おそれがあると認められるか否かについて、資料の提出を求め「低入札価格調査」の事

情聴取を行います。 

・ 契約締結後においても、調査内容の確認のため資料の提出を求めます。 

 
二．競争に参加するための資格について 

①水資源機構の一般競争参加資格 

 当機構における令和７・８年度一般競争（指名競争）参加資格業者のうち、業種区分の

「土木関係建設コンサルタント業務」の認定を受けていること。 

②地域要件 

 競争参加のための要件としていません。 

③配置予定管理技術者の業務実績 

 入札公告に記載のとおり。 

④その他欠格要件に該当しないこと。 

 ※詳細は、入札公告をご覧ください。 
 
三．入札・開札までのスケジュールについて 

①仕様書等の交付期間等 

 入札情報サービスから仕様書等をダウンロードすることにより交付する。 

   入札情報サービスURL：https://water.efftis.jp/juchusya-water/PPI/PPI_P/ 

 交付期間：令和７年１２月１６日（火）～令和８年１月１３日（火） 

 （注意）仕様書等の交付を受けた者は、仕様書等の交付受領書を提出 

     すること。なお様式については、「入札参加条件等について」に添付。 

②確認申請書等の提出方法等 

 提出方法は確認申請書等作成要領に基づき作成し、電子入札システムを用いて提出する

こと。 

  電子入札システムURL：https://water.efftis.jp/juchusya-water/CALS/Accepter/ 

提出期間：令和７年１２月１７日（水）～令和８年１月１３日（火） 

③入札書の提出方法等 

 電子入札システムにより提出すること。 



 提出期間：令和８年１月２０日（火）～令和８年１月３０日（金） 

④開札 

 第１回開札日：令和８年２月２日（月） 

（注意）第１回の入札において落札者が決定しなかった場合、再度入札に移行する。再度

入札の日時等については、発注者から指示する。この場合、発注者から再入札通

知書を送信するので、開札時間前後にはパソコンの前で待機すること。 
 
四．その他 

 【本公告に関する問い合わせ】 

        独立行政法人水資源機構 千葉用水総合管理所 経理課 小鳥 

     TEL：０４７－４８３－０７２２ 

     FAX：０４７－４８３－０７０９ 

電子メールアドレス：nyukei_chiba@water.go.jp 

受付時間：９：００～１２：００、１３：００～１６：００ 

※土日・祝日（振替休日含む）を除く 
 

 





























千葉用水管理現場技術業務における総合評価落札方式の評価基準 合計 30

管理技術者の実績

同種業務

（技術点：価格点の配分 ＝ ２：１） 合計点 30
１．配置予定管理技術者の技術力について　　　　（複数の管理技術者を配置予定とした場合、最低の者で評価）

企業の技術力（配点　1点）

以下の順位で評価する。 1

① 認定あり 1

② 認定なし 0

配置予定管理技術者の技術力（配点　10点）

管理技術者資格 以下の順位で評価する。 10

① 6

② ・ＲＣＣＭ（上記技術士の部門と同様の部門に限る。） 3

③ 0

・上記に該当しない場合は欠格とする。 欠格

以下の順位で評価する。

① 4

② 2

・上記に該当しない場合は欠格とする。 欠格

本業務に対する取組姿勢（配点　19点）

【判断要素】 最大8 19
① 本業務における重要なポイント、目的、条件及び内容を理解しているか

・本業務を実施する上での重要なポイント

・重要と考えるポイントを現場技術員に徹底する手法

・コンプライアンスの方針と情報セキュリティの体制

② 管理技術者としての役割を理解しているか

・現場技術員の工事現場での安全管理への取り組み

・現場技術員の移動時・通勤時の安全管理への取り組み

・現場技術員の健康状態把握・健康管理への取り組み

・発注者からの指示等に係る管理技術者の役割

・現場技術員の技術力向上への取り組み

③ 専門知識を十分に有しているか

実施方針の妥当性 【判断要素】 最大8

① 企業としての業務遂行体制

・現場技術員の勤務状況等の管理、業務の遂行状況、業務量の把握等

・現場技術員に対する業務のバックアップ体制

・業務量が集中する時期の履行体制

② 業務に従事する現場技術員の資格、経験等の実施体制

・配置予定の現場技術員の資格（技術士、土木施工管理技士等）

・配置予定の現場技術員の経験

③ 管理技術者と発注者及び現場技術員との連絡体制

・監督員と管理技術者との連絡体制

・管理技術者と現場技術員との連絡体制

④ 創意工夫の提案

・業務全般の品質の向上の観点から取り組むべき事項等

若手技術者の育成や技術継承
最大3

管理技術者の資格

ｱ） 技術士（建設部門、上下水道部門、農業部門（選択科目を「農業農村工学(旧 農業土木)」とするものに限る。）、森林部門（選択科目を「森林土木」とするものに
限る。）又は総合技術監理部門（選択科目を「建設」、「上下水道」、「農業－農業農村工学(旧 農業土木)」、「森林－森林土木」とするものに限る。））
ｲ） 一級土木施工管理技士
ｳ）（公益社団法人）土木学会が認定する特別上級土木技術者、上級土木技術者（分野：設計、施工・マネジメント）又は一級土木技術者（分野：設計、施工・マネジメ
ント）
ｴ）(一般社団法人)全日本建設技術協会が認定する公共工事品質確保技術者（Ⅰ）又は（Ⅱ）
ｵ）（公益社団法人）土地改良測量設計技術協会が認定する農業土木技術管理士
ｶ） ＲＣＣＭ（上記技術士の部門と同様の部門に限る。）
ｷ)　公共工事の発注者又は受注者として技術的実務経験を10年以上有する者（職員として設計・積算・監督・検査業務に従事した者をいう。）

管理技術者が同種業務又は類似業務の実績を有する。

 ・類似業務の実績（発注者として類似業務に従事した経験のほか、出向又は派遣、再委託を受けて行った実績も
類似業務として認める。）がある。

　当機構、国、特殊法人等、地方公共団体、地方公社等、公益法人又は大規模な土木工事を行う公益民間企業が発注した発注者を支援する業務

類似業務
　当機構、国、特殊法人等、地方公共団体、地方公社等、公益法人又は大規模な土木工事を行う公益民間企業が発注したＣＭ業務、ＰＦＩ事業技術
アドバイザリー業務、土木工事における概略・予備・詳細設計業務、土木工事における監理技術者又は主任技術者の業務

業務内容の理解度

・千葉用水総合管理所で管理している５施設（印旛沼開発、成田用水、北総東部用水、東総用水、房総導水路）の
うち、１施設についての概要及び技術的な特徴

公告日現在の年齢が40歳以下の現場技術員と豊富な資格や経験を有する現場技術員を組み合わせる等、
若手技術者の育成と技術継承に配慮した配置を計画している。

ワーク・ライフ・バランス関連認定制度
次に掲げるいずれかの認定を受けている。女性活
躍推進法に基づく認定等（プラチナえるぼし・えるぼ
し認定企業等）、次世代法に基づく認定（プラチナく
るみん・くるみん・トライくるみん認定企業）、若者雇
用促進法に基づく認定（ユースエール認定企業）。

・技術士（建設部門、上下水道部門、農業部門（選択科目を「農業農村工学(旧 農業土木)」とするものに限る。）、
森林部門（選択科目を「森林土木」とするものに限る。）又は総合技術監理部門（選択科目を「建設」、「上下水
道」、「農業－農業農村工学(旧 農業土木)」、「森林－森林土木」とするものに限る。））
・一級土木施工管理技士
・（公益社団法人）土木学会が認定する特別上級土木技術者、上級土木技術者（分野：設計、施工・マネジメント）
又は一級土木技術者（分野：設計、施工・マネジメント）
・(一般社団法人)全日本建設技術協会が認定する公共工事品質確保技術者（Ⅰ）又は（Ⅱ）
・（公益社団法人）土地改良測量設計技術協会が認定する農業土木技術管理士

・公共工事の発注者又は受注者として技術的実務経験を10年以上有する者（職員として設計・積算・監督・検査の
いずれかの業務に従事した者をいう。）

平成23年度以降に完了した同種業務又は類似業
務の実績（令和７年度完了予定の業務も含む）
（４（５）②に記載する同種業務又は類似業務） ・同種業務の実績（発注者として同種業務に従事した経験のほか、出向又は派遣、再委託を受けて行った実績も

同種業務として認める。）がある。

別表２



別紙１ 

履行確実性評価について 

 

１ 調査基準価格等 

調査基準価格等は、1,000 万円を超える業務で工事請負契約の事務処理要領第 14条の 2に基

づく「基準価格」及び予定価格が 1,000 万円以下の業務で品質確保の観点から定める価格「品

質確保基準価格」のことをいう。 

調査基準価格等は、次の表の業種区分の欄に掲げる業務の種類ごとに、予定価格算出の基礎

となった①から④までに掲げる額の合計額に、100 分の 110 を乗じて得た額とする。ただし、測

量業務に係る契約については、その額が予定価格に 10分の 8.2 を乗じて得た額を超える場合に

あっては予定価格に 10 分の 8.2 を乗じて得た額とし、10 分の 6 を乗じて得た額に満たない場

合にあっては、予定価格に 10分の 6を乗じて得た額とするものとし、建設コンサルタント業務

及び補償コンサルタント業務に係る契約については、その額が予定価格に 10 分の 8.1 を乗じて

得た額を超える場合にあっては予定価格に 10 分の 8.1 を乗じて得た額とし、10 分の６を乗じ

て得た額に満たない場合にあっては予定価格に 10分の６を乗じて得た額とし、地質調査業務に

係る契約については、その額が予定価格に 10分の 8.5 を乗じて得た額を超える場合にあっては

予定価格に 10分の 8.5 を乗じて得た額とし、３分の２を乗じて得た額に満たない場合にあって

は予定価格に３分の２を乗じて得た額とする。 

  

業種区分 ① ② ③ ④ 

測量業務 直接測量費の額 測量調査費の額 諸経費の額に 10

分の５を乗じて

得た額 

－ 

建築関係の建設

コンサルタント

業務 

直接人件費の額 特別経費の額 技術料等経費の

額に 10分の６を

乗じて得た額 

諸経費の額に 10

分の６を乗じて

得た額 

土木関係の建設

コンサルタント

業務 

直接人件費の額 直接経費の額 その他原価の額

に 10分の９を乗

じて得た額 

一般管理費等の

額に 10分の５を

乗じて得た額 

地質調査業務 直接調査費の額 間接調査費の額

に 10分の９を乗

じて得た額 

解析等調査業務

費の額に 10分の

８を乗じて得た

額 

諸経費の額に 10

分の５を乗じて

得た額 

補償関係コンサ

ルタント業務 

直接人件費の額 直接経費の額 その他原価の額

に 10分の９を乗

じて得た額 

一般管理費等の

額に 10分の５を

乗じて得た額 

 

２ 履行確実性に関する評価のための追加資料 

入札参加者の申し込みに係る価格が１の調査基準価格等に満たないときは、以下に掲げる全

ての資料の提出を求めるものとする。 

様式１ 当該価格により入札した理由 

様式２ 入札価格の内訳書、入札価格の内訳書の明細書 

様式２－１ 一般管理費等内訳書 

様式３ 当該契約の履行体制 



様式４ 手持ちの建設コンサルタント等の状況 

様式４－１ 手持ち業務の人工 

様式５ 配置予定技術者名簿 

様式５－１ 直接人件費内訳書 

様式６ 手持機械等の状況（測量・地質調査業務に限る） 

様式７ 過去において受注・履行した同種又は類似業務の名称及び発注者 

 

・過去３ヶ月分の給与支払額が確認できる給与明細書、賃金台帳の写し及び過去３ヶ月分の法

定福利費（事業者負担分）の負担状況が確認できる書面の写し 

・再委託先からの見積書（再委託先の押印があるもの） 

・その他、様式１～７の書面を説明する上で必要となる書面 

なお、配置予定技術者名簿には、配置予定技術者（管理技術者、担当技術者、照査技術者）及

び再委託先技術者を記載するものとする。 

また、入札者の都合による追加資料の提出後の修正及び再提出は一切認めない。 

 

３ 履行確実性の審査・評価方法の概要 

（１）履行確実性の審査は、履行確実性に関するヒアリング及び開札後に提出される追加資料等

をもとに行い、確実な履行の確保が認められる場合には、業務への取組姿勢に係る評価点（以

下「取組姿勢評価点」という。）をその履行確実性に応じて付与する。 

なお、追加資料の提出がない場合、追加資料の内容に不備がある場合、ヒアリングに応じ

ない場合及びヒアリング対象者がヒアリングに出席しない場合は、入札に関する条件に違反

した入札として無効とする。 

 

（２）履行確実性の具体的な審査・評価⽅法は、a)業務内容に対応した費用が計上されているか、

b)配置予定技術者に適正な報酬が支払われることになっているか、c)品質管理体制が確保さ

れているか、d)再委託先への支払いは適正かをそれぞれ審査し、a)から d)までの各項目毎に

審査した上で、５段階（Ａ～Ｅ）で総合的に評価する。 

 

（３）審査の内容は、次のとおりとする。 

a) 業務内容に対応した費用が計上されているか。 

審査内容 様式 審査結果 

直接人件費、直接経費、その他原

価、一般管理費等が必要額を確保

しているかを審査する。 

様式１ 

様式２ 

様式２－１ 

様式５－１ 

○：確保されていると認められる。 

×：確保されていると認められない。 

 

必要額は、１．調査基準価格等の表中の業種区分の欄に掲げる業務の種類ごとに、調査基準

価格等算出の基礎 となった①～④のそれぞれの項⽬に記載された額とする。 

 

b) 配置予定技術者に適正な報酬が支払われることになっているか。 

審査内容 様式 審査結果 

配置予定技術者への適正な報酬の

支払いが確保されているか。 

様式３ 

様式５ 

様式５－１ 

○：確保されていると認められる。 

×：確保されていると認められない。 

 



配置予定技術者の人工が適正であ

るか。 

様式４ 

様式４－１ 

様式６ 

○：適正であると認められる。 

×：適正であると認められない。 

 

上記の２つの内容のいずれも「○」の場合は、項目 b)の審査結果を「○」とし、それ以外

を「×」とする。 

※なお、様式には過去３ヶ月分の給与明細書、賃金台帳及び法定福利費（事業者負担分）の

負担状況が確認できる書面の写しを含む。 

 

c) 品質管理体制が確保されているか。 

審査内容 様式 審査結果 

照査予定技術者への適正な報酬の

支払が確保されているか。 

様式３ 

様式５ 

様式５－１ 

○：確保されていると認められる。 

×：確保されていると認められない。 

照査予定技術者の人工は適正であ

るか。 

様式４ 

様式４－１ 

様式６ 

○：適正であると認められる。 

×：適正であると認められない。 

 

上記の２つの内容のいずれも「○」の場合は、項目 c)の審査結果を「○」とし、それ以外

を「×」とする。 

【照査技術者未設定業務の場合】 

・a)及び b)の審査において、品質確保の観点からも審査したうえで、a)及び b)の審査結果を

参考に審査する。 

※なお、様式には過去３ヶ月分の給与明細書、賃金台帳及び法定福利費（事業者負担分）の

負担状況が確認できる書面の写しを含む。 

 

d) 再委託先への支払は適正か。 

審査内容 様式 審査結果 

再委託業務内容を再委託先が確認

しているか。 

様式２ 

様式３ 

様式５－１ 

再委託先見積

書 

○：確認していると認められる。 

×：確認していると認められない。 

再委託するものがなく、全て自社にて実施する旨の説明があった場合には、業務内容に応じ

た費用の計上や配置予定技術者に対する適正な報酬の支払いについて厳格な審査が必要であ

るため、a)及び b)の審査結果を参考に、再委託業務がないという状況を踏まえた必要額等で

あるか否かについて審査する。 

 

（４）評価に当たっては、次の方式により行うものとする。 

① 調査基準価格等以上の価格で申込みを行った者は、契約の内容に適合した履行がされないこ

ととなるおそれがあるとはされていないことから、確実な履行の確保が必ずしも十分にされ

ないと認める具体的な事情がない限り、（２）の履行確実性の評価をＡとし、履行確実性度を

1.0 として評価するものとする。 

② 調査基準価格等を下回る価格で申込みを行った者は、契約の内容に適合した履行がされない

こととなるおそれがあることから、（２）a)から d)までの審査項目を(3)に示した様式等を基



に審査した結果、○と審査した項目数に応じて、次の表の○と審査した項目数の欄に掲げる

評価に対応する履行確実性度を付与するものとする。 

  

○と審査した項目数 評価 履行確実性度 

４ Ａ 1.0 

３ Ｂ 0.75 

２ Ｃ 0.5 

１ Ｄ 0.25 

０ Ｅ 0 

 

４ その他 

  調査基準価格等を下回る場合で契約がなされた業務については、業務実施中及び業務完了

後において、履行確実性に関する評価において追加提出された資料（業務完了後においては

業務実施状況を踏まえた実施額に修正した資料を求める）により、履行状況や成果等につい

て下記の確認項目等により確認を行い、これらの結果を業務成績評価に厳格に反映させる場

合がある。 

【確認項目】※以下の審査項目 a)～d)とは、履行確実性に関する評価の審査項目 

①審査項目ａ）～ｃ）において審査時に比較して正当な理由なく必要額を下回った場合 

②審査項目ｄ）において審査時に比較して正当な理由なく再委託額が下回った場合 

③その他、｢打合せ｣への正当な理由なく遅刻等、業務実施体制に関する問題が生じた場合 

④業務成果品のミス、不備 等 
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別紙２(低入札価格調査関係） 

 

  工事請負契約の事務処理要領第１４条の２の基準の取り扱いに基づく調査について 

 

１ 工事請負契約の事務処理要領（以下「事務処理要領」という。）第 14 条の２に基

づく基準価格を下回る価格で入札を行った者に対して、事務処理要領第 14 条の３の

調査（低入札価格調査）を実施する。 

基準価格については、下表の業務区分の欄に掲げる業務の種類ごとに、予定価格

の算出の基礎となった①から④までに掲げる額の合計額に 100 分の 110 を乗じて得

た額に満たない場合とする。ただし、測量業務に係る契約については、当該額を予

定価格で除して得た割合が 10 分の 8.2 を超える場合にあっては、予定価格に 10 分

の 8.2 を乗じて得た額とし、10 分の 6 に満たない場合にあっては、予定価格に 10

分の 6 を乗じて得た額とするものとし、建設コンサルタント業務及び補償コンサル

タント業務に係る契約については、当該額を予定価格で除して得た割合が 10 分の

8.1 を越える場合にあっては、予定価格に 10 分の 8.1 を乗じて得た額とし、10 分の

6に満たない場合にあっては、予定価格に 10 分の 6を乗じて得た額とするものとし、

地質調査業務に係る契約については、当該額を予定価格で除して得た割合が 10 分の

8.5 を越える場合にあっては、予定価格に 10 分の 8.5 を乗じて得た額とし、3 分の

2に満たない場合にあっては、予定価格に 3分の 2を乗じて得た額とする。 

 

業種区分 ① ② ③ ④ 

測量業務 

 

直接測量費

の額 

測量調査費

の額 

諸経費の額に 10 分

の 5を乗じて得た額 

― 

 

建築関係の建設

コンサルタント

業務 

直接人件費

の額 

 

特別経費の

額 

 

技術料等経費の額

に 10 分の 6 を乗じ

て得た額 

諸経費の額に

10分の6を乗じ

て得た額 

土木関係の建設

コンサルタント

業務 

直接人件費

の額 

 

直接経費の

額 

 

その他原価の額に

10分の9を乗じて得

た額 

一般管理費等の

額に 10 分の 5

を乗じて得た額 

地質調査業務 

 

直接調査費

の額 

間接調査費

の額に 10 分

の９を乗じ

て得た額 

解析等調査業務費

の額に 10 分の 8 を

乗じて得た額 

 

諸経費の額に

10分の5を乗じ

て得た額 

 

補償関係コンサ

ルタント業務 

直接人件費

の額 

直接経費の

額 

その他原価の額に

10分の9を乗じて得

た額 

一般管理費等の

額に 10 分の 5

を乗じて得た額 
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２  開札の結果、基準価格を下回る価格で入札が行われた場合には、入札者に対し「保

留」と宣言し、事務処理要領第 14 条の１項ただし書きの規定により、落札者は後日

決定する旨を告げて入札を終了する。 

 

３  低入札価格調査においては、次のような内容につき、入札者からの事情聴取、関

係機関への照会等の調査を行う。資料の作成にあたっては、履行確実性評価型総合

評価落札方式でヒアリングのための追加資料を提出した追加資料と異なる内容を記

載しないこと。 

    (１) 当該価格により入札した理由 

    (２) 入札価格の内訳書 

    (３) 当該契約の履行体制 

    (４) 手持ちのコンサルタント業務等の状況 

    (５) 配置予定技術者名簿 

    (６) 手持ち機械等の状況 

    (７) 過去において受注・履行した同種又は類似の業務の名称及び発注者 

    (８) 直前３カ年の事業(営業)年度に係る計算書類 

    (９) 業務内容等確認書 

    (10) 経営状況 

    (11) 信用状況 

 

４ 適正な調査及び調査内容の実効を担保するための措置 

（１）虚偽説明等への対応 

   調査対象者が当該調査を経て契約を行った後に虚偽の資料提出又は説明を行っ

たことが明らかとなった場合は、次に掲げる措置を講じる。 

   ① 当該業務の成績評定において厳格に反映する。  

   ② 過去５年以内に①の措置を受けたことがあるなど悪質性が高い者に対しては、

工事契約に係る指名停止等の措置要領（平成 6 年 5月 31 日付け６経契第 443 号）

別表第 1第 1 号により指名停止を行う。 

 

（２）結果の公表 

   低入札価格調査の結果は、別に定めるところにより公表する。 

 

（３）契約後の取扱い 

   本調査を経て契約を行った建設コンサルタント業務等については、本調査で提

出された資料等を調査職員（測量業務、地質調査業務及び補償関係コンサルタン

ト業務にあっては、監督員）に引き継ぐものとし、仕様書で定められた業務計画

書（補償関係コンサルタント業務にあっては、業務工程表。以下同じ。）の内容

についてヒアリングを行った結果、業務計画書の記載内容が本調査の内容と異な

る場合は、その理由等について確認を行う。 




















